
  

関係法令（抜粋） 
 
法令５－２０ 
 
道路交通法（昭和３５年法律第１０５号） 

（指定自動車教習所の指定） 

第九十九条 公安委員会は、前条第二項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免

許（政令で定めるものに限る。）を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について

教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合す

るものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指

定することができる。 

 一 政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。 

 二 次条第四項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により技能検定員とし

て選任されることとなる職員が置かれていること。 

 三 第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により教

習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。 

 四 自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定（自動車の運転に関する技能につい

ての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。）のための設備が政令で定

める基準に適合していること。 

 五 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。 

２ 公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第百条の規定により指定を取り消され、その取消

しの日から三年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。 
（技能検定員） 

第九十九条の二 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任

しなければならない。 
２ 第四項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。 
３ 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 
４ 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 

一 次のいずれかに該当する者 
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識

に関して行う審査に合格した者 
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員

会が指定するものを修了した者 
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げ

る者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者 
二 次のいずれにも該当しない者 

イ 二十五歳未満の者 
ロ 過去三年以内に第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関

し不正な行為をした者 
ハ 第百十七条の二の二第十二号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者 
ニ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第

二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪（第百十七条の二の二第十二号の罪を除



  

く。）を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

つた日から起算して三年を経過していない者 
ホ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜら

れ、その返納の日から起算して三年を経過していない者 
５ 公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証

の返納を命ずることができる。 
一 前項第二号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。 
二 偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。 
三 技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認め

られるとき。 
６ 前二項に定めるもののほか、第四項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員

会規則で定める。 
（教習指導員） 

第九十九条の三 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を

行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。 
２ 第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。 
３ 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員

以外の者に行わせてはならない。 
４ 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 

一 次のいずれかに該当する者 
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び

知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員

会が指定するものを修了した者 
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び

知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者 
二 次のいずれにも該当しない者 

イ 二十一歳未満の者 
ロ 次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用する同

条第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三

年を経過していない者 
ハ 前条第四項第二号ロからニまでのいずれかに該当する者 

５ 前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、

同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。 
 
道路交通法施行令（昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号〕 
（指定自動車教習所の指定の基準） 
第三十五条 法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 

一 二十五歳以上の者であること。 
二 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動



  

車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないも

のであること。 
イ 法第九十九条の二第四項第二号ロに該当する者 
ロ 法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号の罪、法第百十七条の二の二第一項第

九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九

条第二項第四号の罪又は法第百十九条の二の四第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過

していない者 
ハ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

（平成二十五年法律第八十六号）第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪（ロに

掲げる罪を除く。）を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者 
２ 法第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 
一 次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。 

イ コース敷地の面積が八千平方メートル（専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車

免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メート

ル）以上であること。 
ロ コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。 

二 技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。 
三 前号に掲げる自動車（大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教

習を行う場合に使用される自動車を除く。）は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止

するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。 
四 技能教習、学科教習（自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項にお

いて同じ。）及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。 
３ 法第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時

間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 
二 法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合して

おり、かつ、同項の申請の日前六月の間引き続き行われていること。 
三 法第九十九条第一項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、

かつ、当該免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた

者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセン

ト以上であること。 
 
道路交通法施行規則〔昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号〕 
（コースの種類、形状及び構造の基準） 
第三十二条 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一

の表のとおりとする。 
２ 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の

二の表のとおりとする。 
（教習の時間及び方法） 



  

第三十三条 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の

基準は、次の各号に定めるとおりとする。 
一 技能教習（自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。）については、別表第

四の一の表のとおりとする。 
二 学科教習（自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。）については、別表第

四の二の表のとおりとする。 
２ 現に準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する準中型免許に係る教習（次項にお

いて「準中型教習」という。）又は普通免許に係る教習（次項において「普通教習」という。）

については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を
行わないことができる。 

３ 現に準中型教習を受けている者が当該準中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第一

項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。この場合にお

いて、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始め

たものとする。 
４ 現に大型二輪免許に係る教習（以下この項において「大型二輪教習」という。）を受けてい

る者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習（以下この項において「普通二輪教

習」という。）を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の

一部を行わないことができる。この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととした

ときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。 
５ 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとお

りとする。 
一 技能教習については、次のとおりとする。 

イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 
ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導員（当該教習に用いられる自動車を運転すること

ができる免許（仮免許を除く。）を現に受けている者（大型第二種免許、中型第二種免

許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免

許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免

許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。）に限

る。以下この号において同じ。）が教習を行うこと。 
ハ 自動車（法第八十五条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の

表の区分に従い運転することができる自動車又は法第八十六条第二項の規定により当該

教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車をい

う。以下このハ及びヨにおいて同じ。）又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置（以

下「模擬運転装置」という。）により教習を行うこと。ただし、大型免許、中型免許、

準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のう

ち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげる

ことができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。 
ニ 自動車（大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下このニにおいて同じ。）に

よる教習（内閣総理大臣が指定する無線指導装置（以下「無線指導装置」という。）に

よる教習を除く。）は、単独教習（自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導

員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同



  

じ。）により行うこと。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第

二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習（自動

車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人

が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。）により単独教習と同等の教習

効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複

数教習により行うことができる。 
ホ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は

普通第二種免許に係る教習（国家公安委員会規則で定めるものに限る。）は、運転シミ

ュレーター（模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における

自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合する

ものをいう。以下同じ。）を使用して行うことができる。 
ヘ 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、応用走行については、二時限（大

型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつ

ては、一時限）、運転シミュレーターを使用すること。 
ト ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は、基本操作及び基本走行並

びに応用走行について行い、かつ、その教習時間は、基本操作及び基本走行については

一時限を、応用走行については三時限を超えないこと。ただし、大型二輪免許に係る教

習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、運転シミュレ

ーターによる教習は、応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超え

ないこと。 
チ 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置（運

転シミュレーターを除く。）による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、

かつ、その教習時間は、大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教習（準中型免許に

係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに

限る。）にあつては一時限を、準中型免許に係る教習（現に普通免許又は普通第二種免

許を受けている者に対するものを除く。）にあつては三時限を、普通免許に係る教習に

あつては二時限（運転することができる普通自動車をＡＴ機構がとられておりクラッチ

の操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許に係る教習にあつては、一時限）を超

えないこと。 
リ 中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、

基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習

にあつては一時限を、準中型免許に係る教習にあつては四時限（現に普通免許又は普通

第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、一時限）を、普通免許に係る教習

にあつては三時限を超えないこと。 
ヌ 大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことによ

り大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公

安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。 
ル 大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習の

うち、準中型自動車を使用することによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用す

る教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める

教習については、準中型自動車を使用することができる。 



  

ヲ 大型免許若しくは大型第二種免許、中型免許若しくは中型第二種免許又は準中型免許

に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車、中型自

動車又は準中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとし

て国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。 
ワ 準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることが

できないものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用し

て行うこと。 
カ 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教

習にあつては普通自動二輪車又は一般原動機付自転車を、普通二輪免許（小型限定普通

二輪免許を除く。）に係る教習にあつては小型二輪車又は一般原動機付自転車を、小型

限定普通二輪免許に係る教習にあつては一般原動機付自転車を使用することができる。 
ヨ 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、大型第二種免許、中型第二種免許又

は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて当該教習に用いられる自動車を運転す

ることができる第一種免許を現に受けているものに対する教習にあつては四時限を、そ

の他の者に対する教習にあつては三時限（基本操作及び基本走行にあつては、二時限）

を超えないこと（第一種免許に係る教習を受ける者に対して一日に三時限の教習を行う

場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレー

ターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。）。 
タ ヨの規定にかかわらず、運転することができる普通自動二輪車をＡＴ機構がとられて

おりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許（別表第四において

「ＡＴ小型限定普通二輪免許」という。）に係る教習を受ける者（大型免許、中型免許、

準中型免許、普通免許、大型特殊免許（カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大

型特殊免許を除く。）、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特

殊第二種免許（カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除

く。）を現に受けている者に限る。）一人に対する一日の教習時間は、四時限（基本操

作及び基本走行にあつては、三時限）を超えないこと（一日に三時限以上の教習を行う

場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、運転シミュレーターによる教

習を二時限行う場合には、この限りでない。）。この場合において、一日に四時限の教

習を行うときは、二時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に一時限に相当する

時間以上の休息時間を置くこと。 
レ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は

普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において

行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備

において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができる

ものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。 
ソ レの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備に

おいて行うこと。 
ツ 基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成

績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。この場合において、大型免許、中型免

許、準中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に

行うこと。 



  

ネ 応用走行の最後の教習時限において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果

の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。 
ナ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許（カタピラを有する大型

特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。）、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第

二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者

についてのみ行うこと。 
ラ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第

二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その

他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。 
ム 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル

（専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平

方メートル）以下にならないようにして教習を行うこと。 
二 学科教習については、次のとおりとする。 

イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 
ロ 第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員（準中型自動車を運転すること

ができる免許（仮免許を除く。）及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現

に受けている者（免許の効力を停止されている者を除く。）に限る。）が、第二種免許

に係る教習は第二種免許に係る教習指導員（大型第二種免許、中型第二種免許又は普通

第二種免許を現に受けている者（免許の効力を停止されている者を除く。）に限る。）

が行うこと。 
ハ 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。 
ニ 応急救護処置に必要な知識の教習（以下「応急救護処置教習」という。）は、ロに定

める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが

行うこととし、かつ、模擬人体装置（人体に類似した形状を有する装置であつて、気道

確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要

な機能を有するものをいう。以下同じ。）による応急救護処置に関する実技訓練を含む

ものであること。 
ホ 自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 
ヘ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許（カタピラを有する大型

特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。）、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第

二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及

び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。 
ト 前号ラに定める期間内に修了すること。 

６ 前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準について

の細目は、国家公安委員会規則で定める。 
（指定前における教習の基準） 
第三十四条の三 令第三十五条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第三十三条第一項から第四項まで 

に定めるとおりとする。 
二 技能教習の方法については、第三十三条第五項第一号の規定を準用する。この場合にお

いて同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導



  

員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許、準中型

免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、

「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、

同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。 
三 学科教習の方法については、第三十三条第五項第二号の規定を準用する。この場合にお

いて、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員（準中型自動車を

運転することができる免許（仮免許を除く。）及び普通自動二輪車を運転することができ

る免許を現に受けている者（免許の効力を停止されている者を除く。）に限る。）が、第

二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許、中型

第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通

免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とある

のは「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係

る教習指導員資格者証の交付を受けた者（大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二

種免許に係る教習にあつては、第三十四条の三第一項第三号において読み替えて準用する

ロに定める者に限る。）」と、同号ト中「前号ラ」とあるのは「第三十四条の三第一項第

二号において読み替えて準用する第三十三条第五項第一号ラ」と読み替えるものとする。 
２ 前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての

細目は、国家公安委員会規則で定める。 
（指定前における教習を修了した者に対する技能試験） 
第三十四条の四 令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に

応じ、第二十四条第五項第一号又は第二号（第一種免許に係るものに限る。）に定める成績とする。 
 
技能検定員審査等に関する規則（平成六年二月二十五日号外国家公安委員会規則第三号） 
（技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定） 
第六条 法第九十九条の二第四項第一号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又は

ロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認

定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第一条各号に掲げる免許の種類ごとに

行うものとする。 
一 技能試験に関する事務に三年以上従事した者 
二 技能検定に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識を有すると認められる者 

（教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定） 
第十四条 法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技

能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者

として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第

十条第一項各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。 
一 技能試験に関する事務に一年以上従事し、かつ、当該免許に係る教習についての指定を

受けた指定自動車教習所の指導及び監督に関する事務に三年以上従事した者 
二 自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知

識があると認められる者 
 
 



  

 
 
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則（平成十年八月十一日国家公安委員会規則第

十三号） 
（教習の科目の基準の細目） 
第一条 道路交通法施行規則（以下「府令」という。）第三十三条第一項第一号に規定する技能教

習（以下「技能教習」という。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事

項について行う教習とする。 
一 大型自動車免許（以下「大型免許」という。）及び中型自動車免許（以下「中型免許」

という。）に係る基本操作及び基本走行 別表第一第一号から第三号までに掲げる事項 
二 大型免許及び中型免許に係る応用走行 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 
三 準中型自動車免許（以下「準中型免許」という。）に係る基本操作及び基本走行 別表

第一第一号及び第二号（路端における停車及び発進並びに 隘
あい

路への進入を除く。）並びに

別表第二第一号から第三号までに掲げる事項（同表第一号及び第二号に掲げる事項にあっ

ては、専ら貨物を運搬する構造の自動車（以下「貨物自動車」という。）に係る教習事項

を除く。） 
四 準中型免許に係る応用走行 別表第一第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第

五号（急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。）、第七号

及び第八号に掲げる事項（同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物

自動車に係る教習事項を除く。） 
五 普通自動車免許（以下「普通免許」という。）に係る基本操作及び基本走行 別表第二 

第一号から第三号までに掲げる事項 
六 普通免許に係る応用走行 別表第二第四号から第九号までに掲げる事項 
七 大型自動二輪車免許（以下「大型二輪免許」という。）及び普通自動二輪車免許（以下

「普通二輪免許」という。）に係る基本操作及び基本走行 別表第三第一号から第三号ま

でに掲げる事項 
八 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行 別表第三第四号から第七号までに掲げ

る事項 
九 大型自動車第二種免許（以下「大型第二種免許」という。）、中型自動車第二種免許（以

下「中型第二種免許」という。）及び普通自動車第二種免許（以下「普通第二種免許」と

いう。）に係る基本操作及び基本走行 別表第四第一号、第二号（大型第二種免許及び中

型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。）及び第三号に掲げる事項 
十 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る応用走行 別表第四第四号

（大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。）及び第五号

から第十号までに掲げる事項 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、それぞれ当該各号に定める事項に

ついて行う教習とする。 
一 現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対す

る大型免許に係る技能教習 別表第一第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 
二 現に準中型免許又は普通第二種免許を受けている者に対する中型免許に係る技能教習 



  

別表第一第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 
三 現に普通免許を受けている者（次号に該当する者を除く。）に対する準中型免許に係る

技能教習 別表第一第一号、第二号（路端における停車及び発進並びに 隘
あい

路への進入を除

く。）及び第三号から第十号までに掲げる事項 
四 現に普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許に係る技能教習 別表第一第一

号、第二号（路端における停車及び発進並びに 隘
あい

路への進入を除く。）、第三号から第五

号まで及び第十号に掲げる事項 
五 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る技能教習 別表第三第一

号から第六号までに掲げる事項（普通二輪免許を受けるために修得することとされている

技能に係る事項を除く。）及び同表第七号に掲げる事項 
六 現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る

技能教習 別表第四第一号、第二号（転回を除く。）、第三号、第四号（転回を除く。）、

第六号及び第十号に掲げる事項 
七 現に普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許に係る技能教習 別表第四 

第一号、第二号（転回を除く。）、第三号、第四号（転回を除く。）、第六号及び第十号

に掲げる事項 
３ 府令第三十三条第一項第二号に規定する学科教習（以下「学科教習」という。）は、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 
一 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学

科(一) 別表第五第一号に掲げる事項 
二 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学

科(二) 別表第五第二号から第四号までに掲げる事項 
三 大型特殊自動車免許（以下「大型特殊免許」という。）に係る学科(一) 別表第五第一号

に掲げる事項 
四 大型特殊免許に係る学科(二) 別表第五第四号に掲げる事項 
五 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(一) 別表第六第一号及

び第二号に掲げる事項 
六 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(二) 別表第六第三号か

ら第五号までに掲げる事項 
４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項に

ついて行う教習とする。 
一 現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中

型免許に係る学科教習 別表第五第二号に掲げる事項 
二 現に大型特殊免許を受けている者（前号に該当する者を除く。）に対する大型免許又は

中型免許に係る学科教習 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項 
三 現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習 別表第五第二号に掲

げる事項 
四 現に大型特殊免許を受けている者（前号又は次号に該当する者を除く。）に対する準中

型免許又は普通免許に係る学科教習 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに高速

自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転（以下「普通自動車の高



  

速運転」という。）に必要な知識 
五 現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者（第三号に該当する者を除く。）に

対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自

動車の高速運転に必要な知識 
六 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は

普通二輪免許に係る学科教習 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通

自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 
七 現に大型特殊免許を受けている者（前号に該当する者を除く。）に対する大型二輪免許

又は普通二輪免許に係る学科教習 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに大型自

動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 
八 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者（次号に該当する者

を除く。）に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 

別表第六第一号から第四号までに掲げる事項及び同表第五号に掲げる事項（高速自動車国

道及び自動車専用道路における道路交通法（昭和三十五年法律第百五号。以下「法」とい

う。）第八十五条第十一項の旅客自動車（以下「旅客自動車」という。）の安全な運転（以

下「旅客自動車の高速運転」という。）に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道

路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転（以下「経路の設定に

よる旅客自動車の運転」という。）に必要な知識を除く。） 
九 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊

自動車第二種免許（以下「大型特殊第二種免許」という。）又は 牽
けん

引自動車第二種免許（以

下「 牽
けん

引第二種免許」という。）のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中

型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第六第二号から第四号までに掲げ

る事項 

十 現に大型特殊第二種免許又は 牽
けん

引第二種免許を受けている者（前号に該当する者を除

く。）に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別

表第六第二号から第四号までに掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路

の設定による旅客自動車の運転に必要な知識 
（教習時間の基準の細目） 
第二条 府令第三十三条第一項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 
一 大型免許又は中型免許に係る応用走行（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又

は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。） 別表第一第七号に掲げる事項

に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこ

と。 
二 大型免許又は中型免許に係る学科(二)（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は

普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。） 別表第五第二号に掲げる事項に

係る教習を一時限行うこと。 
三 準中型免許に係る基本操作及び基本走行（現に普通免許又は普通第二種免許を受けてい

る者に対する教習を除く。） 別表第一第一号及び第二号（路端における停車及び発進並

びに 隘
あい

路への進入を除く。）に掲げる事項に係る教習を三時限行うこと。 



  

四 準中型免許に係る応用走行（現に普通免許を受けている者（現に普通第二種免許を受け

ている者を除く。）に対する教習に限る。） 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を

二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 
五 準中型免許に係る応用走行（現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する

教習を除く。） 別表第一第三号から第六号まで及び第十号に掲げる事項に係る教習を五

時限、六時限又は七時限、同表第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び

第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に

係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 
六 準中型免許に係る学科(二)（現に普通免許を受けている者（現に普通第二種免許を受けて

いる者を除く。）に対する教習に限る。） 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一

時限行うこと。 

七 準中型免許に係る学科(二)（現に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は 牽
けん

引第二種免

許を受けている者（現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。）に対する

教習に限る。） 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に

係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 
八 準中型免許に係る学科(二)（現に普通免許、大型特殊免許、普通第二種免許、大型特殊第

二種免許又は 牽
けん

引第二種免許を受けている者に対する教習を除く。） 別表第五第二号に

掲げる事項に係る教習を二時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時

限行うこと。 
九 普通免許に係る応用走行 別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞ

れ一時限行うこと。 
十 普通免許に係る学科(二) 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必

要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 
十一 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行（現に普通二輪免許を受けている者に

対する教習を除く。） 別表第三第六号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。 
十二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)（現に普通二輪免許を受けている者に対

する教習を除く。） 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪

車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。 
十三 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行（現に中型第二

種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。） 別表第四第七号に掲

げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習をそれ

ぞれ一時限行うこと。 
十四 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)（現に中型第二種

免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。） 別表第六第二号に掲げ

る事項に係る教習を一時限行うこと。 
十五 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)（現に中型第二種

免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。） 別表第六第三号に掲げ

る事項に係る教習を一時限行うこと。 
（教習方法の基準の細目） 
第三条 府令第三十三条第五項第一号ハ（府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合



  

を含む。）の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定めるものとする。 
一 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型

第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第一第

八号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火により 眩
げん

惑される

ことその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによる

もの（以下「 眩
げん

惑等体験教習」という。） 
二 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種

免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第四第八号に

掲げる事項の一部について行う 眩
げん

惑等体験教習 
２ 府令第三十三条第五項第一号ニ（府令第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用

する場合を含む。）の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定めるものとする。 
一 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型

第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。） 別表第一第

十号に掲げる事項に係る教習 
二 大型免許又は中型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又

は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第一第六号、第七号

及び第十号に掲げる事項に係る教習（同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当

該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習（以下「観察教習」とい

う。）に限る。） 
三 準中型免許に係る技能教習（現に普通免許を受けている者（現に普通第二種免許を受け

ている者を除く。）に対する技能教習に限る。） 別表第一第六号、第七号及び第十号に

掲げる事項に係る教習（同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部

として行う観察教習に限る。） 
四 準中型免許に係る技能教習（現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する

技能教習を除く。） 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項、別表第二第四号

に掲げる事項（駐車又は停車を行うための走行に限る。）並びに同表第七号及び第八号に

掲げる事項に係る教習（別表第一第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の

一部として行う観察教習に限る。） 
五 普通免許に係る技能教習 別表第二第四号に掲げる事項（駐車又は停車を行うための走

行に限る。）、同表第五号に掲げる事項（急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。）

及び同表第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習 
六 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種免許又は普通第二

種免許を受けている者に対する技能教習に限る。） 別表第四第十号に掲げる事項に係る

教習 
七 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種

免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第四第五号、

第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習（同表第七号に掲げる事項に係る教習にあって

は、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教



  

習を行う場合におけるもの又は別表第四第七号に掲げる事項に係る教習の一部として行う

観察教習に限る。） 
３ 府令第三十三条第五項第一号ホ（府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を

含む。）の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるものとする。 
一 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型

第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。） 別表第一第

三号に掲げる事項に係る教習 
二 大型免許又は中型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又

は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第一第三号及び第七

号から第九号までに掲げる事項に係る教習（同表第七号に掲げる事項に係る教習にあって

は、当該教習の一部として行う観察教習に限る。） 
三 準中型免許に係る技能教習（現に普通免許を受けている者（現に普通第二種免許を受け

ている者を除く。）に対する技能教習に限る。） 別表第一第三号及び第七号から第九号

までに掲げる事項に係る教習（同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習

の一部として行う観察教習に限る。） 
四 準中型免許に係る技能教習（現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する

技能教習を除く。） 別表第一第三号及び第七号から第九号まで並びに別表第二第七号及

び第八号に掲げる事項に係る教習（別表第一第七号及び別表第二第七号に掲げる事項に係

る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。） 
五 普通免許に係る技能教習 別表第二第五号に掲げる事項（急ブレーキによる停止を行う

ための走行に限る。）及び同表第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習（同表第七

号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。） 
六 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種免許又は普通第二

種免許を受けている者に対する技能教習に限る。） 別表第四第三号及び第六号に掲げる

事項に係る教習 
七 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種

免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第四第三号及

び第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習（同表第七号に掲げる事項に係る教習に

あっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。） 
４ 府令第三十三条第五項第一号ヌ（府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を

含む。）の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるものとする。 
一 大型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種

免許を受けている者に対する技能教習に限る。） 別表第一第三号に掲げる事項に係る教

習 
二 大型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種

免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第一第三号、第六号、第七号及び

第九号に掲げる事項に係る教習（同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教

習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係

る教習（次項において「荷重教習」という。）に限る。） 



  

三 大型第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている

者に対する技能教習に限る。） 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 
四 大型第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている

者に対する技能教習を除く。） 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事

項に係る教習 
５ 府令第三十三条第五項第一号ル（府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を

含む。）の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるものとする。 
一 大型免許又は中型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又

は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第一第七号及び第九

号に掲げる事項に係る教習（同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の

一部として行う荷重教習に限る。） 
二 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種免許又は普通第二

種免許を受けている者に対する技能教習に限る。） 別表第四第三号及び第六号に掲げる

事項に係る教習 
三 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種免許又は普通第二

種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第四第三号、第五号、第六号及

び第九号に掲げる事項に係る教習 
６ 府令第三十三条第五項第一号ヲ（府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を

含む。）の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるものとする。 
一 大型免許又は中型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又

は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第一第九号に掲げる

事項に係る教習 
二 準中型免許に係る技能教習（現に普通免許を受けている者（現に普通第二種免許を受け

ている者を除く。）に対する技能教習に限る。） 別表第一第九号に掲げる事項に係る教

習 
三 準中型免許に係る技能教習（現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する

技能教習を除く。） 別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号に掲げる事項に係

る教習（別表第一第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事

項に係る教習と連続して行う場合に限る。） 
四 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種免許又は普通第二

種免許を受けている者に対する技能教習に限る。） 別表第四第三号及び第六号に掲げる

事項に係る教習 
五 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種免許又は普通第二

種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第四第三号、第五号、第六号及

び第九号に掲げる事項に係る教習 
７ 府令第三十三条第五項第一号ワ（府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を

含む。）の国家公安委員会規則で定める教習（現に普通免許又は普通第二種免許を受けている

者に対する教習を除く。）は、別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号

に掲げる事項に係る教習とする。 



  

８ 府令第三十三条第五項第一号レ（府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を

含む。）の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるものとする。 
一 大型免許又は中型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又

は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。） 別表第一第五号に掲げる

事項に係る教習 
二 大型免許又は中型免許に係る技能教習（現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又

は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第一第五号に掲げる

事項、同表第七号に掲げる事項（貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転（以下この

項において「貨物自動車の危険予測運転」という。）に必要な技能に基づく走行を除く。）

並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習（同表第八号に掲げる事項に係る教

習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間

に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法に

より行う教習（第五号及び第八号において「日没時教習」という。）又は同表第八号に掲

げる事項の一部について行う 眩
げん

惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習

にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に

係る教習（第五号及び第八号において「凍結路面教習」という。）を行う場合に限る。第

四号において同じ。） 
三 準中型免許に係る技能教習（現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限

る。） 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 
四 準中型免許に係る技能教習（現に普通免許を受けている者（現に普通第二種免許を受け

ている者を除く。）に対する技能教習に限る。） 別表第一第三号及び第五号に掲げる事

項、同表第七号に掲げる事項（貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行（交

通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転

に必要な技能に基づく走行を除く。）を除く。）並びに同表第八号及び第九号に掲げる事

項に係る教習 
五 準中型免許に係る技能教習（現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する

技能教習を除く。） 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項

（貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行（交通の状況を聴覚により認知す

ることができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を

除く。）を除く。）並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同

表第五号に掲げる事項（方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。）及び同表第七

号に掲げる事項に係る教習（別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教

習又は同号に掲げる事項の一部について行う 眩
げん

惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる

事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項

に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等

の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係

る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る

危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。） 
六 普通免許に係る技能教習 別表第二第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に



  

係る教習（同表第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うこと

により道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに

限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知するこ

とができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る

教習を行う場合に限る。） 
七 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種

免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。） 別表第四第六号に

掲げる事項に係る教習 
八 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習（現に中型第二種

免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。） 別表第四第六号、

第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習（同表第八号に掲げる事項に係る教習にあって

は日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第九

号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限る。） 
第四条 前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うも

のとする。 
一 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこ

と。ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普

通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこ

と。 
二 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、

基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限を超えないこと。 
三 府令第三十三条第五項第一号チに規定する模擬運転装置（運転シミュレーターを除く。）

による教習は、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと。 
四 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、

基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限を超えないこと。 
五 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間

は、二時限を超えないこと。 
六 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、

一時限を超えないこと。 
七 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府

令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行

の教習時間から三時限（運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に

当該教習に係る時限数を加えた時限数）を減じた時限数（現に中型免許、準中型免許、中

型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限（運転

シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加え

た時限数）を減じた時限数）以上行うこと。 
２ 前項の規定（第四号を除く。）は、中型免許に係る技能教習について準用する。この場合

において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 
 
 



  

 
 

前項第一号 中型免許、準中型免許、中型第

二種免許若しくは普通第二種免

許 

準中型免許若しくは普

通第二種免許 

前項第七号 中型免許、準中型免許、中型第

二種免許又は普通第二種免許 

準中型免許又は普通第

二種免許 

３ 前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、中型免許に係る技能教

習については、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第

一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行（左折及び右折を含む。以下同じ。）その他の

無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等

の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。 
４ 第一項の規定（第四号及び第五号を除く。）及び前項の規定は、準中型免許に係る技能教習

について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
第一項第一号 四時限 別表第一に掲げる事項

にあっては五時限、別

表第二に掲げる事項に

あっては三時限 

中型免許、準中型免許、中型第

二種免許若しくは普通第二種免

許 

普通第二種免許 

第一項第二号 基本操作及び基本走行にあって

は一時限、応用走行にあっては

二時限 

別表第一に掲げる事項

にあっては三時限、別

表第二に掲げる事項に

あっては二時限を超え

ないこと。ただし、現に

普通免許又は普通第二

種免許を受けている者

に対する教習にあって

は、それぞれ三時限又

は一時限 

第一項第三号 別表第一第一号 別表第一第一号及び別

表第二第一号 

行うこと 行うこと。ただし、現に

普通免許又は普通第二

種免許を受けている者

に対する教習にあって

は、別表第一第一号に

掲げる事項についての

み行うこと 

第一項第六号 一時限 四時限（現に普通免許

を受けている者（現に普

通第二種免許を受けて

いる者を除く。）に対す



  

る教習にあっては、一時

限） 

第一項第七号 三時限 七時限 

中型免許、準中型免許、中型第

二種免許又は普通第二種免許

を受けている者 

普通免許を受けている

者（現に普通第二種免

許を受けている者を除

く。） 

教習にあっては、一時限 教習にあっては四時限 

一時限に 四時限に 

を減じた時限数） を減じた時限数、現に

普通第二種免許を受け

ている者に対する教習

にあっては二時限（運転

シミュレーターによる教

習を行う場合にあって

は、二時限に当該教習

に係る時限数を加えた

時限数）を減じた時限

数） 

前項 前項 次項 

別表第一第二号 別表第一第二号又は別

表第二第二号若しくは

第三号 

行うものとする 行うものとし、当該無線

指導装置による教習の

教習時間は、別表第一

第二号に掲げる事項に

係る教習にあっては一

時限、別表第二第二号

又は第三号に掲げる事

項に係る教習にあって

は三時限（現に普通免

許又は普通第二種免許

を受けている者に対す

る教習にあっては、一時

限）を超えないこと 

５ 前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許

に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定する普通自動車を使用しな

ければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては

十二時限（現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許（カタピラを有する大型特殊自動車

のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この項において同じ。）又は大

型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ七時限又

は十時限）以上、応用走行にあっては十二時限（現に大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を

受けている者に対する教習にあっては、七時限）以上行うものとする。 
６ 第一項の規定（第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。）及び第三項の規定は、



  

普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
 
第一項第一号 四時限 六時限 

第一項第二号 基本操作及び基本走行にあって

は一時限、応用走行にあっては

二時限 

四時限 

第一項第三号 別表第一第一号 別表第二第一号 

第一項第七号 三時限 四時限 

時限数（現に中型免許、準中型

免許、中型第二種免許又は普

通第二種免許を受けている者に

対する教習にあっては、一時限

（運転シミュレーターによる教習

を行う場合にあっては、一時限

に当該教習に係る時限数を加え

た時限数）を減じた時限数） 

時限数 

第三項 前項 第六項 

別表第一第二号 別表第二第二号又は第

三号 

７ 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 
一 府令第三十三条第五項第一号ヘの規定により行う教習は、別表第三第四号又は第六号に

掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められる

ものとすること。 
二 府令第三十三条第五項第一号トの規定により行う教習は、別表第三第二号、第四号、第

五号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行そ

の他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあ

げることができると認められるものについてのみ行うこと。 
８ 前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行

うものとする。 
一 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限（別表第四第

七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げ

る事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め五時限）

を超えないこと。ただし、現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に

対する教習又は現に大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許を受けている者（現

に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。）に対する教習にあっては、

それぞれ一時限又は三時限（別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行

った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二

時限連続して行った教習を含め四時限）を超えないこと。 
二 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、

基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限（現に中型第二種免

許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限）を超えないこと。 
三 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、



  

基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限（現に中型第二種免

許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限）を超えないこと。 
四 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間

は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限（現に中型第二

種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限）を超えない

こと。 
五 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、

基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限（現に中型第二種免

許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限）を超えないこと。 
六 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府

令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時

間から三時限（運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習

に係る時限数を加えた時限数）を減じた時限数（現に中型第二種免許又は普通第二種免許

を受けている者に対する教習にあっては、一時限（運転シミュレーターによる教習を行う

場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数）を減じた時限数）以上

行うこと。 
９ 前項の規定（第三号を除く。）は、中型第二種免許に係る教習について準用する。この場合

において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 
前項第一号 中型第二種免許若しくは普通第

二種免許 

普通第二種免許 

中型第二種免許又は普通第二

種免許 

普通第二種免許 

前項第二号及び第四号

から第六号まで 

中型第二種免許又は普通第二

種免許 

普通第二種免許 

10 第八項の規定（第三号から第五号までを除く。）は、普通第二種免許に係る技能教習につい

て準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
第八項第一号 現に中型第二種免許若しくは普

通第二種免許を受けている者に

対する教習又は現に 

現に 

若しくは普通免許 又は普通免許 

者（現に中型第二種免許又は普

通第二種免許を受けている者を

除く。） 

者 

それぞれ一時限又は三時限 三時限 

第八項第二号 四時限（現に中型第二種免許又

は普通第二種免許を受けている

者に対する教習にあっては、一

時限） 

四時限 

第八項第六号 時限数（現に中型第二種免許又

は普通第二種免許を受けている

者に対する教習にあっては、一

時限数 



  

時限（運転シミュレーターによる

教習を行う場合にあっては、一

時限に当該教習に係る時限数

を加えた時限数）を減じた時限

数） 

（指定前における教習の基準の細目） 
第五条 第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で

定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について

準用する。 
 


